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添付法令資料 1： 
 

モロッコにおける技術者・建築家共同庁の地位に関する 
1985 年 1 月 9 日付政令第 2-82-668 号（目次） 

 
 

第 1 章  総則（第 1 条～第 7 条） 
第 2 章  採用及び昇進（第 8 条～第 20 条） 
第 3 章  俸給制度（第 21 条～第 22 条） 
第 4 章  雑則（第 23 条～第 25 条） 
 
 
添付法令資料 2： 
 

韓国経済自由区域の指定及び運営に関する特別法（目次） 
2016 年 12 月 2 日法律第 14307 号により一部改正 2017 年 6 月 3 日施行 

 
 

第 1 章  総則（第 1 条ないし第 3 条） 
第 2 章  経済自由区域基本計画の樹立及び経済自由区域の指定等（第 3 条の 2 ない

し第 8 条の 2） 
第 3 章  経済自由区域開発事業の施行（第 8 条の 3 ないし第 15 条） 
第 4 章  外国人投資企業の経営活動支援（第 16 条ないし第 19 条） 
第 5 章  外国人生活条件の改善（第 20 条ないし第 24 条の 3） 
第 6 章  経済自由区域委員会等（第 25 条ないし第 28 条） 
第 7 章  補則（第 28 条の 2 ないし第 30 条） 
第 8 章  罰則（第 30 条の 2 ないし第 35 条） 
附則 
 
 
添付法令資料 3： 
 

銀行に関する 2010 年 1 月 28 日付モンゴル国法律（新版）（目次） 
2015 年最終改正 

 
 
第 1 章  総則（第 1 条ないし第 5 条） 
第 2 章  銀行の活動（第 6 条ないし第 17 条） 
第 3 章  銀行の設立及び銀行の再編による設立（第 18 条ないし第 28 条） 
第 4 章  銀行の指導管理及び組織（第 29 条ないし第 34 条） 
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第 5 章  銀行の財産及び統一的監督・検査 
 第 1 節  銀行の財産及び財務諸表（第 35 条ないし第 42 条） 
 第 2 節  統一的監督・検査（第 43 条ないし第 45 条） 
第 6 章  強制的措置 
 第 1 節  銀行に引き受けさせるべき強制的措置（第 46 条ないし第 49 条） 
 第 2 節  銀行に対する特別規則の決定（第 50 条ないし第 54 条） 
 第 3 節  銀行の権限の取得（第 55 条ないし第 67 条） 
 第 4 節  その他の規定（第 68 条及び第 69 条） 
 
 
添付法令資料 4： 
 

公共のためのインターネット電話サービスの運営に関する 
2017 年 1 月 24 日付インドネシア共和国通信情報大臣規則 No.8（目次） 

同年 2 月 7 日施行 
 
 

第 1 章  総則（第 1 条） 
第 2 章  インターネット電話サービスの運営（第 2 条ないし第 11 条） 
第 3 章  アクセス・コード（第 12 条及び第 13 条） 
第 4 章  料金及び費用（第 14 条及び第 15 条） 
第 5 章  権利及び義務の清算（第 16 条） 
第 6 章  指導（第 17 条） 
第 7 章  制裁（第 18 条及び第 19 条） 
第 8 章  終則（第 20 条及び第 21 条） 
 
 
添付法令資料 5： 
 

免税店の経営に関するベトナム政府の議定（目次） 
2016 年 12 月 27 日付第 167/2016/NĐ-CP 号議定／17.02.15 施行 

 
 

第 1 章  総則（第 1 条及び第 2 条） 
第 2 章  免税店の経営活動に対する管理（第 3 条ないし第 8 条） 
第 3 章  免税店の経営活動に対する税関の手続及び監察業務（第 9 条ないし第 24

条） 
第 4 章  施行条項（第 25 条ないし第 27 条） 
 


